
企業再生支援チームの取り組み＆

ＢＡＣ会員からのご相談

１．【建設関連】５００万円+１０００万円の不渡り手形を出した。

債権者に対してどのように対処したらいいのか。

２．【建設関連】社長が脳梗塞で倒れた。数社ある会社の債務額が

分からない。

債権者からひっきりなしに催促の電話が入っている。

弁護士を紹介して欲しい。

３．【保険代理店】社員が顧客名簿を持ち出して転職し売上激減。

退職した社員と転籍先の会社に対する法的処置。

売上げ激減による事業再生計画、リスケ計画など

第二会社方式を提案し検討中

４．【新聞販売店】

慢性的な赤字による個人、法人の債務超過の現状から再生した

いという経営者。

廃業し、預託金が戻ったら恩借りだけでも返済したいという。

２期間にわたって…決算の無申告、消費税滞納。

５．【電子部品製造業】

本業の利益が出ているが融資が受けられないため資金不足。

法人所有の不動産収入がおおきく影響をしている。

６．【老人介護施設】

退職した親族から弁護士を通して貸し金弁済の催告書を受け取っ

たが、身に覚えがないので弁護士に相談したい。

このまま混乱すると施設経営が混乱することが心配だ。

【会社概要】

◆東北地方の食品製造販売 ◆売上高 月商２,５００万円

【相談内容】

①父親の経営するＢ社は、老舗の食品原料メーカーであったが、他社の連帯保証をしていた

ため連鎖倒産。

②長男の経営するＡ社（食品製造販売会社）は、Ｂ社から食品原料を仕入れ加工販売してい

た。

Ａ社Ｂ社間に、資本関係はなかったものの、隣接敷地で、営業していたのと経営者が親子

であったため同族会社とみなされ、Ａ社に対しても、地元金融機関が貸し渋り。

資金繰りが急激に悪化。

【支援内容】

①このままでは、経営が安定していたＡ社も倒産してしまうため、Ｂ社の食品原料部門の工

場及び人材を、吸収分割して、製販一社体制とするスキームを提案。

②Ｂ社債権者に、吸収分割スキームを説明し、協力を求める。

③地元金融機関の協力が得られにくいため、東京に営業支店を設置し、販売の拠点として都

内の金融機関の融資を受けられる体制作りを急ぐ。

【顛 末】

①Ａ社は、東京に支店を設置し、販売を強化。

②Ａ社は、たまたま大手コンビニと取引をしていたため、大手コンビニの信用力で東京の金

融機関が融資に応じてくれて、急場をしのぐ。

【会社概要】
◆飲食業（イタリアンレストランチェーン店経営）、◆[売上高] 月商：４,０００万円

【相談内容】
①売上不振が続き財務内容も債務超過状態が続いている。根本的解決策がないか。
②金融機関（含む公的機関）からは元本返済猶予を認められているが、新規融資は断られている。運転資

金を貸してくれる先はないか。
③給料の減給や遅配により、幹部社員が次々にやめて行っている。即戦力になる人材を紹介してほしい。

【支援内容】
①資金繰りが困難になっており、また幹部社員が次々と辞めていくような状況では、経営継続は無理では

ないか。
②財務内容が債務超過状態で店舗も古いことから、Ｍ＆Ａなどで買ってくれる先もないと思われる。従っ

て破産しか方法がないのではないか。また、その場合は連帯保証している個人も破産したほうが後々ま
で問題を残さなくてよいと思う。

③破産の時期については、いろいろと整理する事項もあろうし、また書類を作成する時間も必要であるこ
とから１ヶ月以上先とし、それまでは社長以外厳秘とすること。

【顛 末】
①相談者（経営者）は、いろいろと悩んで末、経営の継続よりも破産を選択したので、弁護士の紹介と破

産に必要な書類の作成を支援した。
②また、破産手続開始申立日までに、偏頗弁済にならないよう注意しながら、細かい債務や親戚からの借

り入れについて整理した。
③相談者（経営者）はこれまで毎日のように資金繰りに追われていたが、これから解放されて、家族との

時間が持てるようになった。また、自宅については親族に買い取ってもらい引き続き住むことが出来る
ようになった。

④相談者（経営者）は、現在友人の会社経営を手伝っているが、再起を図りたいとしている。

企業再生支援チームの理念は、ビジネス会計人クラブに加
入する会計事務所の顧問先企業を倒産から守り、会計事務所
の経営基盤の強化に貢献することです。また、顧問先企業が
法的に整理する場合でも、円滑に進むよう支援し、再起しや
すい環境を作って差し上げることを目的としています。
具体的には、企業再生計画・整理計画・再起計画の立案と実
行の支援です。

この支援チームは、ビジネス会計人クラブに加入する、会計人
以外の多分野にわたる専門家で構成し、会計事務所の先生方が
手掛けづらい分野の業務を担い、会計事務所を応援することを
使命としています。
「医者と坊主と葬儀屋」を兼ねたようなチームと思われる方が
おられると思いますが、重傷患者の場合は、紙一重のところが
ありますので、このようなチームこそが必要なのではないかと
考えました。

② ③

「企業再生支援チーム］は、平成２２年４月に発足し、ＢＡＣ会員からご連絡のあった案件に対し
て迅速に対応してまいりましたが、昨今の経済情勢の中で中小零細企業経営者にとって多くの課題
が発生しています。この危機を乗り切るためには会計人のご理解とサポートが必要だと考えられま
すので、経営問題が大きくならないうちに行動を起こすことをお勧めいたします。
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ＢＡＣ会員からお寄せいただいた相談案件

【会社概要】
◆電子部品製造業、◆[売上高] 月商：８００万円

【相談内容】
①一昨年９月のリーマンショック以降売上が大きく減少し、２２年になってから更に激減。
②営業活動をしても、新規の受注もなかなか確保できない。
③昨年末まで経費を削減し、社員のリストラをしてきたがそれも限界
④このまま継続すると給料、賃料等で毎月３００万円の営業損失が発生
⑤いまなら制度融資の借入ができるが、再起を図るべきかをスクリーニングして欲しい。

【支援内容】
①過去の［Ｂ／Ｓ］［Ｐ／Ｌ］データから推移表を作成するなどスクリーニングを行う。
②業界の動向推移と比較し乖離を確認。業界が復興するまで持ち堪えられないことが判明。
③今後１年分の「資金繰り計画表」を作成して、Ｘデー（清算日）を提案。
④社長、経理部長、税理士にデータのシミュレーションを説明。

【顛 末】
①５ヶ月後に資金ショートが確認できた。自分たちで清算処理をするとの希望。【弁護士の意見を参考】
②会社を「清算」することに決定。スケジュール表を作成し渡す。
③事務所オーナーに明け渡し予告通知書(３ヶ月前)を送付する。
④社員に対し、「解雇予告通知」を書面に手渡す。……【社労士の意見を参考】
⑤９月末に事務所を明け渡し借り入れを完済し清算登記の予定。……【司法書士の意見を参考】

金融機関の預金と借入の清算で社長個人が借入の保証債務として弁済する持ち出しが２００万円で
すべて清算できる予定。その後に残るのは、清算後の税務申告です。

①

「企業再生サポート情報」「支援チーム」
へのご意見をお待ちしています。

http://kigyo-saisei.seesaa.net/



原内直哉(司法書士）

１９６９年８月生まれ。香川県出身。建設会社社長を

務め，その後，２００４年司法書士試験合格。大手

予備校，大学で講師を務め，２００６年４月原内直

哉司法書士事務所開業。

２０１０年４月１日，司法書士法人Ｈ＆Ｗトラスト設立。

多くの個人事業者・中小企業の私的整理，民事再

生及び破産に携わる。

これまでに５０００名を超える債務整理の相談を受けた実績がある。現在，

債務超過に悩む方々のため全国行脚中。

元東京リーガルマインド専任講師，元ＬＥＣ大学講師，東京司法書士会

常設相談員，法テラス契約司法書士，㈳成年後見センターリーガルサ

ポート会員，適格消費者団体消費者機構日本会員，事業再生実務家

協会会員

【主な著書】

「条文完全攻略司法書士試験合格六法不動産登記法」（三修社監修）

「条文完全攻略司法書士試験合格六法商業登記法」（三修社 監修）

税理士新聞コラム「顧問先アドバイスのプラスα」連載（エヌピー通信社）

川端重夫(特定社会保険労務士）

１９４０年生まれ。群馬県出身。

１９６４年：富士短期大学経済学部卒業

１９６０年：㈱平凡社入社。経理、総務、社長秘書を務め、

１９８６年：同社を退職(総務部次長)。

同年の社会保険労務士試験に合格。

１９８７年：川端社会保険労務士事務所を開業。

現在、実務者教育をしつつ２００社余りの顧問先の指導に当たっている。

企業の再生や整理に際して不可欠な、従業員の理解と協力体制づくりの実

績をもとに積極的に取り組んでいる。

東京都社会保険労務士会所属。

東京都高年齢者雇用アドバイザー。

【主な著書】

『こうすれば社会保険労務士になれる』(中央経済社)

『労働・社会保険の手続きマニュアル』(日本法令)

『よくわかる継続雇用制度導入の実務と手続き』

安達一彦(弁護士）

１９４６年生まれ。愛知県出身。

早稲田大学大学院法学研究科修了。

１９７１年に税務大学校講師に奉職後、１９７５年に弁

護士登録（第二東京弁護士会に所属）

民事、商事に関する一般訴訟及び会社の再建と清算

を中心とした法律業務に従事する。

なお、会社の再建については、任意整理のメリット（(１)コストが安い(２)迅速

性がある(３)法的手続によるときには支障がある場合がある）があるか否かを

吟味したうえで、任意整理を積極的に取り入れている。

特に、中小零細企業の経営には事前予防が重要であるとの観点から、顧問

先を中心とした勉強会、法律相談、講演会などで啓発活動を実践するととも

に、公的機関では第二東京弁護士会の法律相談員として、また、ロータリー

クラブ、青年会議所、大学等での講演活動を精力的に続けている。

【主な著書】

「弁護士はこう探しこう使え」ＫＫベストセラーズ

「会社の危機いざのとき事典」共著 中経出版

星野文仁(司法書士）

１９８５年：明治大学商学部商学科卒業。

１９８５年４月：株式会社丸井に入社クレジット部門にて

損害保険を販売。１９９５年７月同社退社後、ソニー生命

保険株式会社に入社。ライフプランナーとして生命保険

を販売。１９９７年１１月司法書士資格を取得。

１９９８年９月星野ふみひと司法書士事務所を開設。

会社法中心の業務を展開。組織再編（合併、会社分割、株式移転、株式交

換、事業譲渡）、ＩＰＯ（株式公開）、新会社法を使った事業承継を多く手がけ

る。日本経営合理化協会、生･損保株式会社、ビジネス会計人クラブ（ＢＡＣ）、

有限責任中間法人日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)、税理士・公

認会計士の会社法関係のセミナー講師を行う。

【主な著書】

「株式会社・有限会社の議事録事例集」「最新・株式会社の議事録事例集」

「減資の税務と登記手続」「株式会社の減資の税務と登記手続」（以上、日

本法令）／「定款の変更・作成の正しい実務」「中小企業の正しい株式実務」

（以上、中経出版）／「中小企業の組織再編・事業承継」（中央経済社）／

「実践会社法」（かんき出版）等

細野孟士(リスク・カウンセラー）

１９８６年：電子部品総合商社を破産整理(年商３０億
円、社員１５０人、負債１１億円)
１９８８年：経営コンサルタント会社と不動産会社(宅地
建物取引主任者)を設立。
弁護士事務所の商法による会社再建のプロジェクトに
参加し、法的整理・再生のノウハウを修得。
自分自身の会社の倒産処理と再起の経験を生かし、再起を目指す経営者
からの相談や債務超過への対処法など実践事例を基に『経営危機の早期
発見・早期対策』の視点で企業再生・整理、再起の支援業務を行う。
１９９０年：「ファイナンシャル・プランナー」「産業カウンセラー」「ビワ温圧療法
師」「生きがいづくりアドバイザー」の資格を修得後は、リスク・カウンセラーとし
て「経営危機から家族を守る経営」をテーマに活動する。
２００４年：月刊情報誌【ＲＦＣＭレポート】を発刊。会計人からの依頼により経営
トラブル、企業再生の相談で奔走中。
【主な著書】
「再起できる倒産・破産」共著(廣済堂出版)／「会社の危機いざのとき事典」共
著(中経出版社)／「家族を守る、経営の危機管理術」連載執筆(日本実業出版
社)／「清算貸借対照表の作り方と活用法」(中経出版) ／「経営危機から家族
を守る失敗から学ぶ・中小企業の倒産分岐点」（大蔵財務協会）

佐々木文安（中小企業診断士）

１９７３年３月：東北大学 経済学部卒

１９７３年４月：住友信託銀行入社後、融資や審査業務

に従事。総務部副部長、新潟支店長等を歴任。

営業審査部時代は、企業に出向して再建に従事。ホー

ルセール企画部では、多数の企業オーナーの事業承

継相談に従事。

２００４年６月：住友信託銀行退職後より現職においては、企業再生と事業承

継（後継者の選定と育成）を２本柱として活動中。

特に、経営改善計画（再生計画）の立案と実行支援、 資金調達のための銀

行交渉支援、企業オーナーの事業承継計画の立案と実行支援に注力。

【公的機関の委員等】

・東京都産業労働局金融部「債権処理審査会」委員

・ＮＰＯ東京都港区中小企業経営支援協会理事

【主な著書】

「中小企業経営改善支援マニュアル」（共著）金融ブックス出版

「中小企業診断士のための事業承継マニュアル」（共著）

ビジネス会計人クラブ

『企業再生支援チーム』 メンバーのプロフィール
『企業再生支援チーム』は

経営危機に直面している中小零細企業の再生を支援いたします！

①企業再生計画の立案と実行の支援 ②企業整理計画の立案と実行の支援 ③経営者の再起への支援
④金融機関との交渉の支援（新規借入、リスケジュール、債権放棄など）
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2010.04.22
資金繰りに行き詰まったらどうするか？

中小企業診断士 佐々木 文安

景気は回復傾向にあり、いずれ中小企業にも波及して来ると思われますが、それまで資金繰りが

持つかどうか心配されておられる経営者が多いと思います。

そこで、現時点で資金繰りに行き詰まったら、下記順番で打つべき手を検討し、局面打開を図っ

て行きましょう！！また、自社で出来ない場合や急ぐ場合は、専門家を活用しましょう。

１．資金不足額がいくらになるのか？

資金不足額が直近の買掛金支払日や支払手形決済日でいくらになるのか、また今後２～３ヶ月間

ではいくら不足するのかを正確に把握することが第一歩です。そして、当月だけでなく２～３ヶ月

間をフルにカバーできる対策を考える必要があります。

２．資金不足への対応策

①売掛金・貸付金・遊休資産の回収・処分による資金捻出
資金不足になった場合、まず回収・処分できるものがないかをこと細かく検討します。既に取り

組み済みで「絶対にない！」と思っていても、視点を１８０度変えることにより資金捻出が出来る

ことがあります。（短期貸付金や出資金、長期の未回収売掛金など）

②借入金返済猶予による資金捻出
次に借入金返済について、どれぐらい返済猶予があれば資金繰りが回るかを見極めます。見極め

が出来たら関係金融機関と交渉を始めますが、メイン銀行がある場合は必ずメイン銀行から交渉を

開始します。その場合、「金融円滑化法」の趣旨を踏まえ、「返済猶予依頼書」とともに、「資金

繰り表」と「経営改善計画書」を作成して依頼すると、金融機関もすぐに検討に入ってくれます。

③人件費の圧縮による資金捻出
人件費は経費の中で大きなウエイトを占めており、また必ずしも合理的水準に設定されているわ

けではありませんので、聖域とせず見直しを図る必要があります。

特に、金融機関に借入金返済猶予を依頼する場合、代表取締役などの役員報酬をそのままにした

ままで理解を得るのは難しいのが実情です。

④買掛金の支払条件変更による資金捻出
①～③の方法によっても資金不足が解消しない場合は、買掛金について、支払い時期の延長や分

割払いの交渉を開始します。

この種の交渉を行う場合は、親密大口取引先に限定して行い、信用不安の噂が広がることのない

よう注意が必要です。

３．自社で対応が出来ない場合や急ぐ場合・・・

自社で対応が出来ない場合や急ぐ場合は、企業再生支援チームにご相談下さい。企業再生のプロ

が親身にご支援させていただきます。

お問い合せは「ビジネス会計人クラブ・事務局」へお願いいたします。

Ｂ.Ａ.Ｃ『企業再生･整理･再起』支援チーム http://kigyo-saisei.seesaa.net/

リスクカウンセラー 細野孟士／中小企業診断士 佐々木文安／弁護士 安達一彦／司法書士 星野文仁／司法書士 原内直哉／社会保険労務士 川端重夫
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お問い合せは「ビジネス会計人クラブ・事務局」へお願いいたします。

Ｂ.Ａ.Ｃ『企業再生･整理･再起』支援チーム http://kigyo-saisei.seesaa.net/

リスクカウンセラー 細野孟士／中小企業診断士 佐々木文安／弁護士 安達一彦／司法書士 星野文仁／司法書士 原内直哉／社会保険労務士 川端重夫

2010.07.14
中小企業経営者が会計事務所に望むこと

司法書士法人H&Wトラスト 代表社員司法書士 原内直哉

仕入れなどない継続的収入で運転資金が賄える中小企業は数えるばかりで,大半が仕入れし、機械や人の手
を施し商品等として売り出し運転資金を賄っています。
一時期は大きな収益をもたらした商品も時代の流れにより売り上げも利益率も下がり運転資金も賄えなくなっ

てしまう。そんなとき中小企業経営者は,会計事務所に何を望んでいるのでしょうか？
経営危機に向かっている経営者がひらめくことはだいたい決まっています。
そのひらめきに対し,会計事務所はどう対応すればよいのか？

１．運転資金はいつまで持つのか

数ヶ月先までの固定費は予め定まっており、入金もおおよそ定まっています。
運転資金が足らなくなるときを会計事務所が把握し、高利の借り入れや無謀な手形の振り出しをしないよう

注意を喚起し,場合によって、入出金予定表など作成し、借り入れのある金融機関への返済や取引先への支払
いのリスケジュールの交渉を経営者と共に行うべきです。

２．借入金の返済はできるのか

これも上記と同じような結論となりますが、ざっくばらんに言えばリスケジュールは取引先よりも金融機関
を先行すべきです。
そうしなければ事業継続が困難になるばかりか将来の再起も困難になります。

３．他に借り入れできる金融機関があるのか

仮に借り入れができる金融機関があったとしても,主たる業から収益を見込めないならその場凌ぎの借り入
れにしかならなく、かえって倒産を早め、私的整理や法的整理を困難にするだけです。会計事務所側に借入金
融機関紹介の要望があったとしても経営状況を把握しない限り安易に紹介しないようにしましょう。

４．事業を売却することができるのか

実際のところ、継続的収入が見込めない事業の売却は極めて困難です。仮にそれが将来有望事業でも売却は
難しいものです。シナジー効果を考えると同業者や関連業者に売却するしかないように思われます。
単一会計事務所の顧問先の中もしくは会計事務所間で売却先を見つけられるよう常のネットワークを構築す

べきです。そういった意味では、ビジネス会計人クラブでご紹介いただくことがもっとも効果があるのではな
いでしょうか。

５．会社を清算することができるのか

会社経営者は、ざっと見て保有財産で清算できる状況であれば何とかしようと将来性がなくても事業を継続
するのが一般的です。公租公課の滞納など無視してどんぶり勘定で清算できると勘違いしている場合が多く見
受けられます。主たる業の売上が前期ベースで２０％を超えて下がっている状況下にあれば仮の清算表を作成
して経営者に考える機会を与えた方がよいと思われます。

上記「１」「２」のように関係各所にリスケジュールの話をしなければならない状況になれば、ほぼ赤信号
といえるでしょう。
リスゲジュールするにしても一方で、会社の私的整理や法的整理を視野に入れ法律専門家などに相談を開始

すべきです。その際に注意すべきことは、私的整理するにせよ,法的整理をするにせよ,決算書や確定申告書が
なければどうにもならないのでそれら書類だけは最低限用意しておくことです。

顧問先の経営状況悪化で、会計事務所では、顧問料等滞納で事務をストップさせていると思われますが、い
ずれの手続を行うにもよっぽどのことがない限り、会計事務所の報酬が取れなくなることはありません。
ＢＡＣ「企業再生・整理・再生」支援チームにご相談下さればそれら事情も考慮に入れ企業再生を行います。
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お問い合せは「ビジネス会計人クラブ・事務局」へお願いいたします。

Ｂ.Ａ.Ｃ『企業再生･整理･再起』支援チーム http://kigyo-saisei.seesaa.net/

リスクカウンセラー 細野孟士／中小企業診断士 佐々木文安／弁護士 安達一彦／司法書士 星野文仁／司法書士 原内直哉／社会保険労務士 川端重夫

2010.05.27
経営危機には兆しがあった。会計事務所から見えるもの！

リスク･カウンセラー 細 野 孟 士

経営危機が起きてから対処する経営者のエネルギー(労力、時間、費用)と、起きる前に対処していた場合で

は、それは数百倍、数千倍の違いがあります。企業は、日々刻々と移り変わる状態変化に対応することで存続

していますので、経営危機が突然発生したのではありません。

日常業務の流れの中で気になっていた小さな「危機の兆し」を、何も対処をしないまま放置しておいたこと

で、どうにも打ち消すことができない危機的状況になってしまう事例は少なくありません。

それには、経営危機の原因を生みやすい「土壌」を認識し、そこに潜んでいる危機の「芽」を見つけて、小

さなうちにしっかり対処しておくことが大切なのです。

１．

①経営者自身の日常行動や経営幹部の経営に対する意識度

◆経営危機の芽……経営者の公私混同、経営者の健康と老齢化、幹部の責任転化行動、違法な業務や取引

②「経理部門(出金)」の財務管理と財務バランス

◆経営危機の芽……２期連続の赤字、消費税の滞納、使途不明金の増加、支払手形の発行、経常赤字の連続

③「営業部門(入金)」の営業活動による情報収集と商品の問題点

◆経営危機の芽……死蔵品の増加、受取手形の増加、販売先の偏り、取引先の倒産、商品への苦情

④従業員に対する危機管理意識の教育、指揮統率の実戦と連携

◆経営危機の芽……トラブルの隠蔽、ホウ・レン・ソウの欠如、社員の規律の乱れ、社員の過剰な組合活動

⑤安全管理の不備により起きる人災や、災害などへの対処体制

◆経営危機の芽……責任者不在、教育訓練の不足、設備機器の老朽化と整備不良、行政からの勧告

２．

経営者の一番身近な立場で相談を受けている会計事務所は、顧問先の財務状況を詳らかに知る立場にあるわ

けですから、財務諸表の作成を通して見える『経営危機の芽(兆し)』をいち早く知ることになります。

月次の会計処理業務から次のことを発見したら、それが経営危機の芽であることを経営者に対して書面によっ

て伝え、具体的な解決方法のサポートを義務があるのではないでしょうか。

①恩借りの実態……勘定明細⑪の借入先に金融機関以外の親族、知人の名前があれば破綻の影あり。

②高利の借入金……社長からの借入金が異常に多いのは、背景に高利の金融からの調達があれば破綻懸念大。

③社長への貸付金…高利の金融や『恩借り』への弁済、儲け話への投資、遊興費、恐喝などは要注意。

④融通手形の確認…商取引以外の１０万円、１００万円刻みの手形に注意。融通手形の発行は会社を潰す。

⑤消費税の滞納……２期以上に亘って消費税が滞納している場合は危機状態。預金、売掛金の差押えに注意。

⑥営業損失…………営業活動に根本的な問題がある。２期以上、連続赤字の場合はジリ貧の可能性大。

⑦粉飾決算書………『実態Ｂ／Ｓ』を作成し真実の資産残高を洗い出す。キャッシュフローがまわるかが鍵。

３．

「神風よ吹いてくれ！」と念じ続けてきた経営者が“絶体絶命”と観念した時、社員の給料も支払えなかっ

たり“破産申立”の為の費用さえ捻出できないようでは、再起への道を作ることさえ危ぶまれます。

“破産”しないようにするには「経営危機の芽」を早期に解決しておくことです。万一、手遅れとなった場

合でも“善い倒産”の仕方をしておけば、再起へ向けて新たな道が開けることになるでしょう。
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お問い合せは「ビジネス会計人クラブ・事務局」へお願いいたします。

Ｂ.Ａ.Ｃ『企業再生･整理･再起』支援チーム http://kigyo-saisei.seesaa.net/

リスクカウンセラー 細野孟士／中小企業診断士 佐々木文安／弁護士 安達一彦／司法書士 星野文仁／司法書士 原内直哉／社会保険労務士 川端重夫

2010.06.24
『Ｍ＆Ａ』を行うにあたっての基礎的な注意点！

司法書士 星 野 文 仁

司法書士・行政書士として様々な組織再編や企業再生（以下、Ｍ＆Ａという）を、お手伝いしてきた経験か
ら、Ｍ＆Ａを行うにあたっての特に注意すべき点を、挙げたいと思う。

１．Ｍ＆Ａのスケジュール管理

Ｍ＆Ａで、もっとも重要なことは、スケジュール管理である。
・いつまでにこのＭ＆Ａを終了させなければならないのか？
・それは、なぜなのか？
一般的に、企業再生のＭ＆Ａを、行う場合には、事業年度の最終日の翌日を、分割期日や合併期日とするこ

とが多い。これには、債権者の都合や許認可の関係等いろいろな要素が絡み合っていることが多い。
したがって、われわれは、まず、お手伝いを開始する前提として、最終期日を確認する。そして、なぜ、そ

の日が最終期日となったのかまで確認する。
その上で、場合によっては最終期日の変更をお願いしたり、変更ができない場合には、その期日までに間に

合うように法的な手続や許認可関係、債権者間の調整をいつまでに終わらせなければならないのかといったス
ケジュールを逆算して立てていく。
ここで少しでもミスがあると、Ｍ＆Ａの諸手続が、最終期日までに終わらず、Ｍ＆Ａが失敗してしまうこと

があるから大変重要な作業である。
逆に、このスケジュール管理がきちっとできていれば、Ｍ＆Ａの手続は成功する確率が非常に高くなる。

２．許認可の有無

次に注意しなければならないのは、その企業が持っている許認可の有無である。
Ａ社が建設業と不動産売買業を行っているとしよう。建設業は許認可事業の代表例である。Ａ社の建設技術

には、定評があり建設業だけを捉えてみると、まだまだ再生できる可能性があるとしよう。
一方、不動産売買業は、膨大な含み損を抱えてメインバンクから、早急な処分を求められているとしよう。

このような場合には、通常、Ａ社を建設業と不動産売買業に分割し、建設業のみ継続させて、不動産売買業は、
不動産の売却をして、負債をある程度返済した後に破産や特別清算をして処理することが考えられる。
一般的には、Ｍ＆Ａに伴って不動産を移転する場合には、登録免許税等（合併であれば不動産固定資産評価

額の1000分の4、会社分割であれば1000分の8。また、場合によっては不動産取得税が課せられる場合もある）
の移転コストがかかるため、できるだけ不動産を移転させないほうがよい。
しかし、許認可事業は、一般的にＭ＆Ａによって引き継がれないケースが多いために、多少、金銭的なコス

トが増加したとしても、あえて許認可事業を元の会社に残し、コストのかかる不動産売買業を外に出すといっ
た方法も考慮せざるを得ない場合も往々にしてある。

３．金銭コスト管理

いうまでもなく、結果がまったく同じであるなら、できるだけ金銭コストのかからない、Ｍ＆Ａスキームを
提案すべきであろう。
Ｍ＆Ａは、一般的にその規模が大きくなればなるほど、不動産の筆数が多くなり、不動産移転のコストが大

きくなる。
しかし、案外この不動産移転コストを、計算に入れずにＭ＆Ａスキームを立てているケースが非常に多い。

登録免許税は、租税特別措置法により修正が加えられているため、めまぐるしく変化しているからだ。
できれば、登録免許税の専門家である、司法書士に不動産移転コストの見積もりを出してもらってから、ス

キームの検討をすべきであろう。
また、Ｍ＆Ａの不動産には、根抵当権や抵当権といった担保権がついていることが多いので、移転コストだ

けでなく、これらの担保権の変更登記についてもそのコストについて事前確認をとっておくべきである。
また、担保権の変更は、とても複雑になることがあるから、金融機関も含めて事前に充分な打ち合わせをし

ておくべきである。


